
　

安曇野市後期高齢者医療特別会計補正予算書

令和５年度

（専決第１号）



　令和５年度安曇野市の後期高齢者医療特別会計補正予算（専決第１号）は、
次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）
第１条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,394千円を減額し、
　歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,452,133千円とする。
２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに
　補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　

令和５年度　安曇野市後期高齢者医療特別会計補正予算
    （専決第１号）

－2－



（単位 千円）

- 3 -

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1 後期高齢者医療保険
料

1,098,560 △ 2,796 1,095,764

1 後期高齢者医療保険料 1,098,560 △ 2,796 1,095,764

2 使用料及び手数料 80 43 123

1 手数料 80 43 123

3 繰入金 322,174 △ 1,009 321,165

1 一般会計繰入金 322,174 △ 1,009 321,165

5 諸収入 1,531 △ 632 899

1 延滞金、加算金及び過料 11 62 73

2 償還金及び還付加算金 1,520 △ 694 826

補 正 に 係 ら な い 款 ・ 項 34,182 0 34,182

歳 入 合 計 1,456,527 △ 4,394 1,452,133

第 １ 表 歳入歳出予算補正

歳 入



歳　出 （単位 千円）

- 4 -

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1 総務費 6,504 △ 962 5,542

1 総務管理費 46 △ 9 37

2 徴収費 6,458 △ 953 5,505

2 後期高齢者医療広域
連合納付金

1,447,594 △ 33,169 1,414,425

1 後期高齢者医療広域連合納付金 1,447,594 △ 33,169 1,414,425

3 諸支出金 1,520 △ 694 826

1 償還金及び還付加算金 1,520 △ 694 826

4 予備費 909 30,431 31,340

1 予備費 909 30,431 31,340

補 正 に 係 ら な い 款 ・ 項

歳 出 合 計 1,456,527 △ 4,394 1,452,133



　

予 算 に 関 す る 説 明 書

（後期高齢者医療特別会計）
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２　歳　　入

（単位 千円）

- 9 - - 10 -

1 款　　後期高齢者医療保険料　　(△ 2,796)

　　 1 項　　後期高齢者医療保険料　　(△ 2,796)

目 補正前の額 補　正　額 計

節

区    分 金    額
説                      明

1 1,098,560 △ 2,796 1,095,764後期高齢者医療保険料  1 △ 3,076現年度分 現年度分保険料

 2 280滞納繰越分 滞納繰越分保険料

計 1,098,560 △ 2,796 1,095,764

2 款　　使用料及び手数料　　(43)

　　 1 項　　手数料　　(43)

目 補正前の額 補　正　額 計

節

区    分 金    額
説                      明

1 80 43 123督促手数料  1 43督促手数料 督促手数料

計 80 43 123

3 款　　繰入金　　(△ 1,009)

　　 1 項　　一般会計繰入金　　(△ 1,009)

目 補正前の額 補　正　額 計

節

区    分 金    額
説                      明

1 46,305 △ 1,009 45,296事務費繰入金  1 △ 1,009事務費繰入金 事務費繰入金

計 322,174 △ 1,009 321,165

5 款　　諸収入　　(△ 632)

　　 1 項　　延滞金、加算金及び過料　　(62)

目 補正前の額 補　正　額 計

節

区    分 金    額
説                      明

1 10 63 73延滞金  1 63延滞金 延滞金

2 1 △ 1 0過料  1 △ 1過料 過料

計 11 62 73

5 款　　諸収入　　(△ 632)

　　 2 項　　償還金及び還付加算金　　(△ 694)

目 補正前の額 補　正　額 計

節

区    分 金    額
説                      明

1 1,500 △ 674 826保険料還付金  1 △ 674保険料還付金 保険料還付金

2 20 △ 20 0還付加算金  1 △ 20還付加算金 還付加算金

計 1,520 △ 694 826



２　歳　　入

（単位 千円）

- 9 - - 10 -

1 款　　後期高齢者医療保険料　　(△ 2,796)

　　 1 項　　後期高齢者医療保険料　　(△ 2,796)

目 補正前の額 補　正　額 計

節

区    分 金    額
説                      明

1 1,098,560 △ 2,796 1,095,764後期高齢者医療保険料  1 △ 3,076現年度分 現年度分保険料

 2 280滞納繰越分 滞納繰越分保険料

計 1,098,560 △ 2,796 1,095,764

2 款　　使用料及び手数料　　(43)

　　 1 項　　手数料　　(43)

目 補正前の額 補　正　額 計

節

区    分 金    額
説                      明

1 80 43 123督促手数料  1 43督促手数料 督促手数料

計 80 43 123

3 款　　繰入金　　(△ 1,009)

　　 1 項　　一般会計繰入金　　(△ 1,009)

目 補正前の額 補　正　額 計

節

区    分 金    額
説                      明

1 46,305 △ 1,009 45,296事務費繰入金  1 △ 1,009事務費繰入金 事務費繰入金

計 322,174 △ 1,009 321,165

5 款　　諸収入　　(△ 632)

　　 1 項　　延滞金、加算金及び過料　　(62)

目 補正前の額 補　正　額 計

節

区    分 金    額
説                      明

1 10 63 73延滞金  1 63延滞金 延滞金

2 1 △ 1 0過料  1 △ 1過料 過料

計 11 62 73

5 款　　諸収入　　(△ 632)

　　 2 項　　償還金及び還付加算金　　(△ 694)

目 補正前の額 補　正　額 計

節

区    分 金    額
説                      明

1 1,500 △ 674 826保険料還付金  1 △ 674保険料還付金 保険料還付金

2 20 △ 20 0還付加算金  1 △ 20還付加算金 還付加算金

計 1,520 △ 694 826



３　歳　出
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（単位 千円）

1

46 △ 9 37 △ 9一般管理費

10 △ 9需用費

国保年金課

△ 9◎ 2600010△ 9 一般管理費

10 需用費 △ 9

・ 消耗品費 △ 2

・ 印刷製本費 △ 7

(その他)

事務費繰入金 △ 9

計 46 △ 9 37 △ 9

1 款　　総務費　　(△ 962)

　　 2 項　　徴収費　　(△ 953)

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

特     定     財     源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

節

区    分 金    額
説                      明

1

6,458 △ 953 5,505 △ 910 △ 43徴収費

10 △ 145需用費

12 △ 808委託料

国保年金課

△ 953◎ 2600030△ 910 △ 43 徴収費

10 需用費 △ 145

・ 消耗品費 △ 5

・ 印刷製本費 △ 140

12 委託料 △ 808

・ 納付書等封入等委託事業 △ 808

(その他)

督促手数料 43

事務費繰入金 △ 953

計 6,458 △ 953 5,505 △ 910 △ 43

2 款　　後期高齢者医療広域連合納付金　　(△ 33,169)

　　 1 項　　後期高齢者医療広域連合納付金　　(△ 33,169)

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

特     定     財     源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

節

区    分 金    額
説                      明

1

1,447,594 △ 33,169 1,414,425 △ 47 △ 33,122後期高齢者

医療広域連

合納付金

18 △ 33,169負担金補助

及び交付金

国保年金課

△ 33,169◎ 2600070△ 47 △ 33,122 広域連合納付金

18 負担金補助及び交付金 △ 33,169

負担金

・ 後期高齢者医療広域連合納付金 △ 33,169

(その他)

事務費繰入金 △ 47

計 1,447,594 △ 33,169 1,414,425 △ 47 △ 33,122

1 款　　総務費　　(△ 962)

　　 1 項　　総務管理費　　(△ 9)

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

特     定     財     源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

節

区    分 金    額
説                      明



３　歳　出

- 11 - - 12 -

（単位 千円）

1

46 △ 9 37 △ 9一般管理費

10 △ 9需用費

国保年金課

△ 9◎ 2600010△ 9 一般管理費

10 需用費 △ 9

・ 消耗品費 △ 2

・ 印刷製本費 △ 7

(その他)

事務費繰入金 △ 9

計 46 △ 9 37 △ 9

1 款　　総務費　　(△ 962)

　　 2 項　　徴収費　　(△ 953)

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

特     定     財     源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

節

区    分 金    額
説                      明

1

6,458 △ 953 5,505 △ 910 △ 43徴収費

10 △ 145需用費

12 △ 808委託料

国保年金課

△ 953◎ 2600030△ 910 △ 43 徴収費

10 需用費 △ 145

・ 消耗品費 △ 5

・ 印刷製本費 △ 140

12 委託料 △ 808

・ 納付書等封入等委託事業 △ 808

(その他)

督促手数料 43

事務費繰入金 △ 953

計 6,458 △ 953 5,505 △ 910 △ 43

2 款　　後期高齢者医療広域連合納付金　　(△ 33,169)

　　 1 項　　後期高齢者医療広域連合納付金　　(△ 33,169)

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

特     定     財     源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

節

区    分 金    額
説                      明

1

1,447,594 △ 33,169 1,414,425 △ 47 △ 33,122後期高齢者

医療広域連

合納付金

18 △ 33,169負担金補助

及び交付金

国保年金課

△ 33,169◎ 2600070△ 47 △ 33,122 広域連合納付金

18 負担金補助及び交付金 △ 33,169

負担金

・ 後期高齢者医療広域連合納付金 △ 33,169

(その他)

事務費繰入金 △ 47

計 1,447,594 △ 33,169 1,414,425 △ 47 △ 33,122

1 款　　総務費　　(△ 962)

　　 1 項　　総務管理費　　(△ 9)

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

特     定     財     源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

節

区    分 金    額
説                      明



- 13 - - 14 -

（単位 千円）

1

1,500 △ 674 826 △ 674保険料還付

金 22 △ 674償還金、利

子及び割引

料

国保年金課

△ 674◎ 2600080△ 674 保険料還付金

22 償還金、利子及び割引料 △ 674

・ 保険料還付金 △ 674

2

20 △ 20 0 △ 20還付加算金

22 △ 20償還金、利

子及び割引

料

国保年金課

△ 20◎ 2600085△ 20 還付加算金

22 償還金、利子及び割引料 △ 20

・ 還付加算金 △ 20

計 1,520 △ 694 826 △ 694

4 款　　予備費　　(30,431)

　　 1 項　　予備費　　(30,431)

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

特     定     財     源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

節

区    分 金    額
説                      明

1

909 30,431 31,340 30,431予備費

29 30,431予備費

国保年金課

30,431◎ 260015030,431 予備費

29 予備費 30,431

・ 予備費 30,431

計 909 30,431 31,340 30,431

3 款　　諸支出金　　(△ 694)

　　 1 項　　償還金及び還付加算金　　(△ 694)

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

特     定     財     源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

節

区    分 金    額
説                      明



- 13 - - 14 -

（単位 千円）

1

1,500 △ 674 826 △ 674保険料還付

金 22 △ 674償還金、利

子及び割引

料

国保年金課

△ 674◎ 2600080△ 674 保険料還付金

22 償還金、利子及び割引料 △ 674

・ 保険料還付金 △ 674

2

20 △ 20 0 △ 20還付加算金

22 △ 20償還金、利

子及び割引

料

国保年金課

△ 20◎ 2600085△ 20 還付加算金

22 償還金、利子及び割引料 △ 20

・ 還付加算金 △ 20

計 1,520 △ 694 826 △ 694

4 款　　予備費　　(30,431)

　　 1 項　　予備費　　(30,431)

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

特     定     財     源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

節

区    分 金    額
説                      明

1

909 30,431 31,340 30,431予備費

29 30,431予備費

国保年金課

30,431◎ 260015030,431 予備費

29 予備費 30,431

・ 予備費 30,431

計 909 30,431 31,340 30,431

3 款　　諸支出金　　(△ 694)

　　 1 項　　償還金及び還付加算金　　(△ 694)

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

特     定     財     源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

節

区    分 金    額
説                      明


